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名古屋市会計年度時給制 省エネルギー指導員申込書 

   令和 7 年 12 月 10 日作成 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ふ り が な なごや しょうたろう 

氏  名 名古屋 省太郎  

生 年 月日 
昭和 ･平成  30  年   ４  月  １  日     

(西暦 1955 年)    (年令 満 70  才)                         

 

現 住 所 

( 自  宅 ) 

〒460-8508        愛知 都道府県 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

TEL 052-972-2693          FAX  052-972-4134  

携帯            Email：eco-nagoya@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp 

留守時連絡者  名古屋 花子       TEL 052-972-2693  

自宅 最寄駅 
(    地下鉄    )          名城線       市役所駅 

バス(         )            線         ﾊﾞｽ停 

資  格 等 

エネルギー管理士（取得年度 平成 21 年度    ） 

技術士（取得年度     ） 

 

専門技術分野

※1 

①    空調設備 ②   照明設備 

③                                       ④  

得

意

度

レ

ベ

ル

※

2 

 

分野  

対象事業所               

熱分野 電気分野 備考 

大規模工場 ○   

中小工場 ○   

ビル    

店舗    

その他（       ）    

 

※１ 専門技術分野については、以下の中から得意順にお選びください。（4 分野まで） 

エネルギー管理（見える化）、空調設備、給排水設備、照明設備、電力設備（受変電設備等）、昇降機・

業務用機器等、法律対応（省エネ法管理標準作成等） 

※2   得意度レベル 

対象事業所ごとに、得意分野がある場合には○をつけてください。 

 

 

 

様式１ 

 

写真貼付 

（4 ㎝×3 ㎝） 
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主な職歴 

（ 公 的 役

職・外部表彰

を含む） 

昭和 51 年 4 月から 

平成 25 年 3 月まで 

  株式会社名古屋環境推進工業 

平成 25 年 4 月から 

      年  月まで 

 名古屋省エネサポート事務所開業 

平成 25 年 4 月から 

      年  月まで 

 省エネ診断 100 件程度実施 

 

平成 28 年 4 月から 

      年  月まで 

 エネルギー使用合理化専門員として感謝状受領 

他機関の専

門員登録 

平成 25 年 4 月から 

      年  月まで 

 省エネルギーセンター エネルギー使用合理化専門員 

平成 28 年 ４月から 

      年  月まで 

 省エネルギーセンター エネルギー管理員講習講師 

   年  月から 

     年  月まで 

 

志望動機 

長年、企業において設備の管理、運用など省エネルギー業務に携わってきた経験を活かして、名古屋

市内事業所の省エネルギー、地球温暖化対策に役立てたいため、省エネルギー指導員に志望しました。 

本人希望記入欄（勤務条件についての希望等が特にあれば記入してください。） 

木曜日は都合により出勤できないことがあります。 

採用後の兼業の予定（勤務先、勤務時間等）の有無を記入 

 

有 ・ 無 

 

 

 

 

※会計年度任用職員（フルタイム勤務及び臨時的任用職員については、地方公務員法第 38 条の規定に

より、任命権者による許可を受けなければ、営利企業への従事等をすることができません。 

※会計年度任用職員（短時間勤務）については、任命権者による許可は必要ありませんが、採用後、 

状況に変更があった場合にはその都度報告してください。 

下記の事項の該当、非該当を○で囲む 

１． 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの

者 

                                該当     非該当 

２． 名古屋市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者 

                                  該当     非該当 

３． 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること 

を主張する政党その他団体を結成し、又はこれに加入した者     

                                該当     非該当 

 

上記のとおり相違ないことを誓約します。 
 令和 7 年 9 月 10 日 

                      氏 名（自署）  名古屋 省太郎    

一般財団法人 省エネルギーセンター（エネルギー使用合理化専門員） 

週２日（１０時間程度） 
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